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原子力災害被害者に対する緊急支援措置について

（原子力発電所事故による経済被害対応本部決定）

平成２３年４月１５日

１．東京電力（株）福島第一原子力発電所で発生した事故

に関しては、原子力損害の賠償に関する法律（以下「原

賠法」という。）に基づき設置される原子力損害賠償紛

争審査会（以下「審査会」という。）において、原子力

損害の範囲の判定の指針等が定められ、被害者に対す

る賠償が実施されることになるが、現状において、未

だ事態が収束していないことから、具体的な損害の発

生状況を確認しつつ、当該指針を策定するには一定の

時間が必要となると見込まれる。

２．しかしながら、原子力災害対策特別措置法（以下「原

災法」という。）の規定に基づく指示に従い避難・屋内

退避を余儀なくされている住民の方々については、審

査会の結論を待つことなく、その厳しい生活環境に鑑

み速やかに支援措置を講じることが必要である。

３．そのため、原災法の規定に基づく指示に従い避難・屋

内退避を行っている住民の方々に対しては、東京電力

（株）は、被災者生活再建支援法の規定により地震や

津波により家屋が倒壊した被災者に支給金が支払われ

ることを踏まえつつ、避難・屋内退避による損害への

充当を前提に、当面の必要な資金を可及的速やかに給

付する。なお、この資金については、将来、具体的な
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損害が確定した段階で発生する損害賠償額の仮払いと

位置づけるものとし、政府は、原賠法に基づいて、原

子力損害賠償補償契約（東京電力（株）福島第一原子

力発電所に係る賠償措置額は１２００億円）に即して

適切に対応するものとする。

４．同時に、避難・屋内退避を余儀なくされている住民の

方々と同様に、出荷停止等を余儀なくされた農林水産

業者、中小企業の方々をはじめとする、原子力損害被

害者が適切な賠償を出来る限り速やかに受けられるよ

う、原賠法の規定に基づき、原子力損害の範囲の判定

の指針等の策定を速やかに進めていくとともに、被害

者の保護等を図るために必要な支援を講じることとす

る。

以上


